
政
策
評
価
制
度
に
関
す
る
決
議

平
成
二
十
七
年
七
月
六
日

参
議
院
行
政
監
視
委
員
会

政
府
は
、
平
成
十
三
年
の
中
央
省
庁
等
改
革
を
機
に
、
政
策
評
価
制
度
を
全
政
府
的
に
導
入
し
、
平
成
十
四
年
か
ら
は
、
行

政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
、
い
わ
ゆ
る
政
策
評
価
法
を
施
行
す
る
と
と
も
に
、
平
成
十
七
年
に
は
、
同
法
に

基
づ
く
施
行
後
三
年
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
評
価
制
度
の
歩
み
に
あ
わ
せ
、
参
議
院
改
革
の
一
環
と
し
て
創
設
さ
れ
た
行
政
監
視
委
員
会
は
、
平
成
十

五
年
及
び
平
成
十
七
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
決
議
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
年
は
、
平
成
十
七
年
の
政
策
評
価
法
見
直
し
か
ら
十
年
が
経
過
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
改
正
に
伴

い
、
政
策
評
価
と
独
立
行
政
法
人
評
価
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
審
議
体
制
が
発
足
し
た
ほ
か
、
地
方
創
生
推
進
の
観

点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
は
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
際
連
合
の
評
価
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
、
本
年
を
、
評
価
と
証
拠
に
基
づ
く
政
策
形
成
を
提
唱
す
る
「
国
際
評
価
年
」

と
し
て
指
定
し
、
昨
年
十
二
月
の
国
連
総
会
で
も
、
国
単
位
で
の
評
価
能
力
の
向
上
に
つ
い
て
の
決
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
政
府
に
お
い
て
は
、
国
民
目
線
に
立
っ
て
、
行
政
に
つ
い
て
不
断
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も

に
、
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
観
点
か
ら
、
今
後
と
も
、
政
策
評
価
制
度
の
実
効
性
を
高
め
、
国
民
の
行
政
へ
の
信
頼
向

上
を
図
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
政
策
評
価
の
結
果
を
政
策
に
十
分
反
映
す
る
た
め
に
は
、
時
宜
に
適
し
た
政
策
評
価
の
実
施
と
的
確
な
政
策
効
果
の
把
握

が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
事
後
評
価
に
お
い
て
は
、
適
切
な
目
標
設
定
と
達
成
手
段
を
事
前
に
明
示
し
、
数
値
や
明
確

な
根
拠
に
基
づ
く
評
価
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
事
前
評
価
に
お
い
て
は
、
政
策
の
効
果
と
政
策
費
用
の
的
確
な
把
握
を
徹



底
す
る
よ
う
、
最
大
限
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
政
策
効
果
の
把
握
の
た
め
、
政
策
目
標
や
測
定
指
標
に
影
響
を
与
え
る
様
々

な
要
因
に
つ
い
て
、
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
す
る
よ
う
十
分
配
意
す
る
こ
と
。

二
、
目
標
管
理
型
の
政
策
評
価
に
つ
い
て
は
、
目
標
の
適
切
な
設
定
が
評
価
の
良
否
を
左
右
す
る
こ
と
か
ら
、
各
府
省
は
、
適

切
な
目
標
設
定
の
下
で
意
義
あ
る
評
価
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
事
前
分
析
表
の
作
成
段
階
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
目
標
や
測
定

指
標
の
改
善
を
図
る
こ
と
。
な
お
、
測
定
指
標
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
及
び
社
会
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
を
客
観
的
・
定
量

的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
更
な
る
開
発
・
設
定
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
た
行
政
運
営
の
向
上
、
説
明
責
任
の
徹
底
の
観
点
か
ら
、
政
策
評
価
と
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー

と
の
役
割
分
担
、
有
機
的
連
携
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
分
か
り
易
い
政
策
評
価
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
事
務
事
業
レ
ベ
ル
ま
で
含
め
た
政
策
の
体
系
化
、
一
覧
性
の
確
保
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ
と
。

四
、
主
要
な
評
価
方
式
で
あ
る
総
合
評
価
に
つ
い
て
は
、
政
策
体
系
の
よ
り
上
位
の
政
策
等
の
評
価
に
用
い
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
て
お
り
、
制
度
改
善
な
ど
政
策
の
大
幅
な
見
直
し
へ
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
評
価
手
法
の
開
発
や
外
部
シ
ン

ク
タ
ン
ク
の
活
用
な
ど
の
改
善
方
策
を
検
討
し
、
一
層
の
活
用
を
図
る
こ
と
。

五
、
総
務
省
が
担
う
総
合
性
・
統
一
性
確
保
評
価
に
つ
い
て
は
、
府
省
横
断
的
政
策
の
評
価
と
い
う
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
切
な
テ
ー
マ
の
選
定
、
量
的
拡
大
、
実
施
体
制
の
強
化
、
外
部
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
活
用
な
ど
に

よ
り
、
そ
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
。

六
、
総
務
省
の
客
観
性
担
保
評
価
活
動
に
つ
い
て
は
、
政
策
評
価
制
度
全
体
の
質
の
向
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
お
り
、
今
後
と
も
、
政
策
評
価
法
第
十
二
条
及
び
政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
方
針
の
趣
旨
を
十
分
勘
案
し
、
一
段

の
見
直
し
・
改
善
に
努
め
る
こ
と
。



七
、
地
方
創
生
推
進
諸
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
の
関
連
諸
施
策
の
十
分
な
検
証
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
総

務
省
は
、
政
府
内
に
お
け
る
第
三
者
的
な
評
価
専
担
組
織
の
立
場
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
中
心
市
街
地
活
性
化
、

地
域
再
生
、
都
市
再
生
な
ど
の
地
域
活
性
化
策
の
実
施
状
況
、
効
果
の
発
現
状
況
、
国
の
支
援
施
策
の
活
用
状
況
等
に
つ
い

て
、
早
期
に
調
査
・
検
証
を
行
う
こ
と
。

八
、
政
策
評
価
推
進
機
能
を
担
う
総
務
省
に
お
い
て
は
、
地
方
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
や
地
方
版
総
合
戦
略
の
策
定
等
を
行
う
地
方
公

共
団
体
が
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
十
分
活
用
で
き
る
よ
う
、
国
の
関
係
部
局
及
び
地
方
公
共
団
体
へ
の
評
価
手
法
等
の
情
報

提
供
等
の
支
援
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


